
2024年12月 ヴィヴィアン特定認定再生医療等委員会 

 

日時： 2024年 12月18日（水）  18：15～19：15 

場所：みんなの貸会議室天神西通り北店601号  
            （福岡県福岡市中央区天神３丁目４−番13号 万多礼ビル）  
 
＜構成要件＞ 

1.委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。ただし、各号に掲げる者は当該号以外に掲げ

る者を兼ねることができない。 

(1) 分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床薬理学又は病理学の専門家  

(2) 再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者  

(3) 臨床医（現に診療に従事している医師又は歯科医師をいう。以下同じ。）  

(4) 細胞培養加工に関する識見を有する者  

(5) 医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家  

(6) 生命倫理に関する識見を有する者  

(7) 生物統計その他の臨床研究に関する識見を有する者  

(8) 第１号から前号までに掲げる者以外の一般の立場の者 

 

２.委員会の構成は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。  

(1) 男性及び女性がそれぞれ２名以上含まれていること。  

(2) 本院と利害関係を有しない者が２名以上含まれていること。  

(3) 同一の医療機関（当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。）に所属している者

が半数未満であること。 

 

＜成立要件＞ 

(1) ５名以上の委員が出席していること。  

(2) 男性及び女性の委員がそれぞれ２名以上出席していること。  

(3) 次に掲げる者がそれぞれ１名以上出席していること。  

ア 第５条第１項第２号に掲げる者  

イ 第５条第１項第４号に掲げる者  

ウ 第５条第１項第５号又は第６号に掲げる者  

エ 第５条第１項第８号に掲げる者  

(4) 出席した委員の中に、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機

関（当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。）と利害関係を有しない委員が過半数

含まれていること。  

(5) 本院と利害関係を有しない２名以上委員が含まれていること。 

 

＜出欠＞ 

〇 ：出席し、かつ当該再生医療等提供計画に関与しない委員 

空白：欠席した委員、医療機関との利害関係「有」のため審議、議決時に退席した委員。 

 

 



＜開会の挨拶、資料の配布＞ 

丸田委員長より開会挨拶後、ヴィヴィアン特定認定再生医療等委員会開催の成立要件が 

満たされていることが報告され、委員会が適切に開催されることが宣言された。  

審査に必要な書類がそろっていることを事務局が確認していること、事前に委員に送付し

て確認されていることが報告された。 

 


